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(57)【要約】
移動無線端末（１０）は、コントローラ（６８）、クロ
ック信号を出力するための周波数発生器（６０）及び周
波数発生器の動作温度を検出するための温度センサを有
するシステムクロック（５２）を含む。コントローラは
、検出された動作温度に関連付けられる周波数発生器制
御値を周波数発生器に入力することにより、クロック信
号の周波数を調節する。移動無線端末の全動作を管理す
る制御回路（２４）は、移動無線端末を複数の動作モー
ドのうちの１つにするように構成され、クロック信号は
、動作モードのうちの１つに関係して起動される電子構
成要素（２４、３０）をクロック制御するために使用さ
れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動無線端末（１０）であって、
　コントローラ（６２）と、クロック信号を出力するための周波数発生器（６０）と、前
記周波数発生器の動作温度を検出するための温度センサ（６４）とを有し、前記コントロ
ーラが、検出された前記動作温度に関連付けられる周波数発生器制御値を前記周波数発生
器に入力することにより前記クロック信号の周波数を調節するシステムクロック（５２）
と、
　前記移動無線端末の全動作を管理し、かつ前記移動無線端末を複数の動作モードのうち
の１つにするように構成され、前記クロック信号が、前記動作モードのうちの前記１つに
関係して起動される電子構成要素（２４、３０）をクロック制御するために使用される制
御回路（２４）と
を具備する移動無線端末。
【請求項２】
　前記周波数発生器は電圧制御水晶発振器（ＶＣＸＯ）である請求項１記載の移動無線端
末。
【請求項３】
　前記周波数発生器制御値は、前記周波数発生器の電圧コントローラ（６８）にデジタル
制御信号として入力され、前記電圧コントローラは、対応するアナログ電圧を前記周波数
発生器の発振器の電圧制御ノード（７２）に印加する請求項２記載の移動無線端末。
【請求項４】
　通信ネットワーク（５６）との通信を確立するように構成され、かつ前記クロック信号
を用いてクロック制御される無線回路（３０）を更に具備する請求項１から３のいずれか
１項に記載の移動無線端末。
【請求項５】
　前記動作モードは、モバイルテレビモード、無線ネットワークインタフェースモード、
場所判定モード又は移動電話航空機上モードのうちの少なくとも１つを含む請求項１から
４のいずれか１項に記載の移動無線端末。
【請求項６】
　複数の動作温度に対する周波数発生器制御値を格納するルックアップテーブル（６６）
を更に具備する請求項１から５のいずれか１項に記載の移動無線端末。
【請求項７】
　前記コントローラは、通信ネットワークからの基準信号に対する前記システムクロック
の同期に関連して前記ルックアップテーブルを更新し、前記更新することは、前記システ
ムクロックの同期を確立するために、前記周波数発生器の前記動作温度に対して格納され
た周波数発生器制御値を前記周波数発生器に印加される制御値に同期の時点で変更するこ
とを含む請求項６記載の移動無線端末。
【請求項８】
　移動無線端末（１０）のシステムクロック（５２）により生成されるクロック信号の周
波数を調節する方法であり、前記システムクロックが周波数発生器（６８）を有する方法
であって、
　前記周波数発生器の動作温度を判定するステップと、
　前記判定された温度に関連付けられる周波数発生器制御値を識別するステップと、
　目的の周波数を有する前記クロック信号を出力するように前記周波数発生器を制御する
ために、前記制御値を前記周波数発生器に印加するステップと、
　前記移動無線端末を複数の動作モードのうちの１つにして且つ前記動作モードのうちの
前記１つに関係して起動される電子構成要素（２４，３０）を前記クロック信号を用いて
クロック制御するステップと
を有する方法。
【請求項９】
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　前記システムクロックを通信ネットワークからの基準信号と同期させるステップと、
　前記同期させることに関連して、前記システムクロックの同期を確立するために、前記
周波数発生器の前記動作温度に対して格納された周波数発生器制御値を前記周波数発生器
に印加される制御値に同期の時点で変更することにより、複数の動作温度に対する周波数
発生器制御値を格納するルックアップテーブルを更新するステップとを更に有する請求項
８記載の方法。
【請求項１０】
　周波数発生器（６０）を有する、移動無線端末のシステムクロック（５２）により生成
されるクロック信号の周波数を調節する方法であって、
　前記システムクロックを通信ネットワーク（５６）により提供される基準信号と同期さ
せる同期機能が利用可能であるかを判定するステップと、
　同期機能が利用可能である場合に、
　前記システムクロックを前記通信ネットワークからの前記基準信号と同期させるステッ
プと、
　前記システムクロックの同期を確立するために、前記周波数発生器の前記動作温度に対
して格納された周波数発生器制御値を前記周波数発生器に印加される制御値に同期の時点
で変更することにより、前記周波数発生器の複数の動作温度に対する周波数発生器制御値
を格納するルックアップテーブルを更新するステップと
を有し、
　同期機能が利用不可能である場合に、
　前記周波数発生器の動作温度を判定し、
　前記判定された温度に関連付けられる事前に格納された周波数発生器制御値を前記ルッ
クアップテーブルから検索し、
　目的の周波数を有する前記クロック信号を出力するように前記周波数発生器を制御する
ために、前記制御値を前記周波数発生器に印加することにより前記システムクロックを制
御するステップと
を有する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、音声通信を実行する移動無線端末等の電子機器に関する。特に、本
発明は、システムクロックが自律的に機能する（例えば、システムクロックが通信ネット
ワークと同期されない）場合に移動無線端末に対するシステムクロックの精度を維持する
方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動電子デバイス及び無線電子デバイスの普及が進んでいる。例えば、移動電話及び携
帯メディアプレーヤは、現在広範に使用されている。更に、ある特定の種類の電子デバイ
スに関連付けられる特徴の多様化が進んだ。いくつか例を挙げると、多くの電子デバイス
は、カメラ、テキストメッセージング機能、インターネット閲覧機能性、電子メール機能
、ビデオ再生機能、オーディオ再生機能、画像表示機能及びハンズフリーヘッドセットイ
ンタフェースを有する。
【０００３】
　通常、通信ネットワークと通信する移動デバイスは、通信ネットワークの基準クロック
と同期されるシステムクロックを有する。クロック同期は周波数同期と呼ばれてもよい。
クロック精度は、発呼及び着呼、測位システム（例えば、アシステッドＧＰＳ又はＡ－Ｇ
ＰＳ）とのインタフェース、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）とのインタフ
ェース、並びにデジタルビデオ放送－ハンドヘルド（DVB-H）プロトコル等を使用するモ
バイルラジオの下り送信又はモバイルテレビの下り送信の受信等、多くの移動デバイスの
種々のサブシステムを最適に機能させる役割を有する。
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【０００４】
　いくつかの状況において、移動デバイスは、自身のシステムクロックを通信ネットワー
クの基準クロックと同期させられない場合がある。同期をとれないことがある一つの状況
は、移動デバイスが通信ネットワークの有効範囲外にある場合である。例えば、移動デバ
イスが携帯電話であるならば、電話が携帯有効領域内にない場合、システムクロックはセ
ルラシステムの基準クロックと同期されないことがある。他の状況において、移動デバイ
スは「航空機上モード」（例えば、飛行機に搭乗する場合に使用される）、「ＴＶモード
」又は通話機能性が有効ではない他のモードにされる場合があり、この場合、クロック同
期は使用不可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　同期が不可能な場合、移動デバイスのシステムクロックは、所望の精度ほど正確ではな
いことがある。例えば、温度及び使用年数又はそのいずれか一方の関数としてのシステム
クロックの挙動により、クロックは最適周波数より低い周波数を有するクロック信号を出
力する場合がある。
【０００６】
　上記を参照すると、システムクロックが通信ネットワークのクロックに対して同期不可
能な場合又はシステムクロックが自律モードで動作することが好ましい場合に、移動無線
端末に対するシステムクロックの精度を維持する方法及びシステムが本技術において必要
とされる。本発明の一面は、これらの状況において移動無線端末に対するシステムクロッ
クの精度を維持する方法及びシステムに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の１つの面によると、移動無線端末は、コントローラ、クロック信号を出力する
ための周波数発生器及び周波数発生器の動作温度を検出するための温度センサを有するシ
ステムクロックを含み、コントローラは、検出された動作温度に関連付けられる周波数発
生器制御値を周波数発生器に入力することによりクロック信号の周波数を調節し、移動無
線端末の全動作を管理する制御回路は、移動無線端末を複数の動作モードのうちの１つに
するように構成され、クロック信号は、動作モードのうちの１つに関係して起動される電
子構成要素をクロック制御するために使用される。
【０００８】
　移動無線端末の一実施形態において、周波数発生器は電圧制御水晶発振器（ＶＣＸＯ）
である。
【０００９】
　移動無線端末の一実施形態において、周波数発生器制御値は、周波数発生器の電圧コン
トローラにデジタル制御信号として入力され、電圧コントローラは、対応するアナログ電
圧を周波数発生器の発振器の電圧制御ノードに印加する。
【００１０】
　移動無線端末の一実施形態において、周波数発生器は位相同期ループ（ＰＬＬ）回路を
含まない。
【００１１】
　移動無線端末の一実施形態において、移動無線端末は、通信ネットワークとの通信を確
立するように構成され且つクロック信号を用いてクロック制御される無線回路を更に含む
。
【００１２】
　移動無線端末の一実施形態において、動作モードは、モバイルテレビモード、無線ネッ
トワークインタフェースモード、場所判定モード又は移動電話航空機上モードのうちの少
なくとも１つを含む。
【００１３】
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　移動無線端末の一実施形態において、移動無線端末は、複数の動作温度に対する周波数
発生器制御値を格納するルックアップテーブルを更に含む。
【００１４】
　移動無線端末の一実施形態において、コントローラは、通信ネットワークからの基準信
号に対するシステムクロックの同期に関連してルックアップテーブルを更新し、更新する
ことは、システムクロックの同期を確立するために、周波数発生器の動作温度に対して格
納された周波数発生器制御値を周波数発生器に印加される制御値に同期の時点で変更する
ことを含む。
【００１５】
　本発明の別の面によると、移動無線端末のシステムクロックにより生成されるクロック
信号の周波数を調節する方法であり、システムクロックが周波数発生器を有する方法は、
周波数発生器の動作温度を判定することと、判定された温度に関連付けられる周波数発生
器制御値を識別することと、目的の周波数を有するクロック信号を出力するように周波数
発生器を制御するために制御値を周波数発生器に印加することと、移動無線端末を複数の
動作モードのうちの１つにして且つ動作モードのうちの１つに関係して起動される電子構
成要素をクロック信号を用いてクロック制御することとを含む。
【００１６】
　方法の一実施形態において、周波数発生器は電圧制御水晶発振器（ＶＣＸＯ）である。
【００１７】
　方法の一実施形態において、周波数発生器制御値は、周波数発生器の電圧コントローラ
にデジタル制御信号として入力され、電圧コントローラは、対応するアナログ電圧を周波
数発生器の発振器の電圧制御ノードに印加する。
【００１８】
　方法の一実施形態において、周波数発生器は位相同期ループ（ＰＬＬ）回路を含まない
。
【００１９】
　方法の一実施形態において、方法は、移動電話の無線回路又は制御回路の少なくとも一
方をクロック信号を用いてクロック制御することを更に含む。
【００２０】
　方法の一実施形態において、動作モードは、モバイルテレビモード、無線ネットワーク
インタフェースモード、場所判定モード又は移動電話航空機上モードのうちの少なくとも
１つを含む。
【００２１】
　方法の一実施形態において、判定された温度に関連付けられる周波数発生器制御値を識
別することは、複数の動作温度に対する周波数発生器制御値を格納するルックアップテー
ブルから周波数発生器制御値を検索することを含む。
【００２２】
　方法の一実施形態において、方法は、システムクロックを通信ネットワークからの基準
信号と同期させることと、同期させることに関連して、システムクロックの同期を確立す
るために、周波数発生器の動作温度に対して格納された周波数発生器制御値を周波数発生
器に印加される制御値に同期の時点で変更することによりルックアップテーブルを更新す
ることとを更に含む。
【００２３】
　本発明の更に別の面によると、移動無線端末のシステムクロックにより生成されるクロ
ック信号の周波数を調節し且つシステムクロックが周波数発生器を有する方法は、システ
ムクロックを通信ネットワークにより提供される基準信号と同期させる同期機能が利用可
能であるかを判定することと、同期機能が利用可能である場合に、システムクロックを通
信ネットワークからの基準信号と同期させることと、システムクロックの同期を確立する
ために、周波数発生器の動作温度に対して格納された周波数発生器制御値を周波数発生器
に印加される制御値に同期の時点で変更することにより、周波数発生器の複数の動作温度
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に対する周波数発生器制御値を格納するルックアップテーブルを更新することとを含む。
同期機能が利用不可能である場合、方法は、周波数発生器の動作温度を判定し、判定され
た温度に関連付けられる事前に格納された周波数発生器制御値をルックアップテーブルか
ら検索し、目的の周波数を有するクロック信号を出力するように周波数発生器を制御する
ために制御値を周波数発生器に印加することにより、システムクロックを制御する。
【００２４】
　方法の一実施形態において、周波数発生器は電圧制御水晶発振器（ＶＣＸＯ）である。
【００２５】
　方法の一実施形態において、周波数発生器制御値は、周波数発生器の電圧コントローラ
にデジタル制御信号として入力され、電圧コントローラは、対応するアナログ電圧を周波
数発生器の発振器の電圧制御ノードに印加する。
【００２６】
　方法の一実施形態において、方法は、移動無線端末を複数の動作モードのうちの１つに
して且つ動作モードのうちの１つに関係して起動される電子構成要素をクロック信号を用
いてクロック制御することを更に含む。
【００２７】
　本発明の上記の特徴及び更なる特徴は、以下の説明及び添付の図面を参照することによ
り明らかになるだろう。説明及び図面において、本発明の原理が採用されてもよいいくつ
かの方法の例として本発明の特定の実施形態を詳細に開示する。しかし、本発明の範囲は
それらに限定されないことが理解される。本発明は、本明細書に添付の請求の範囲の趣旨
及び条件内に含まれる全ての変更、変形及び均等物を含む。
【００２８】
　一実施形態に関して説明及び図示される特徴は、１つ以上の他の実施形態において同一
又は同様の方法で使用されてもよく、また他の実施形態の特徴と組み合わせ又はそのよう
な特徴の代わりに使用されてもよい。
【００２９】
　尚、本明細書中で使用される場合の用語「具備する」は、記載される特徴、数字、ステ
ップ又は構成要素の存在を特定すると解釈されるが、１つ以上の他の特徴、数字、ステッ
プ、構成要素又はそれらの集合の存在又は追加を除外しない。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態に従って、電子機器の一例として移動電話を概略的に示す図で
ある。
【図２】本発明の実施形態に従って、図１の移動電話の関連部分を概略的に示すブロック
図である。
【図３】図１の移動電話が動作する通信システムを概略的に示す図である。
【図４】本発明の実施形態に従って、移動電話に対するシステムクロックを示すブロック
図である。
【図５】本発明の実施形態に従って、システムクロックの制御方法の一例を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図面を参照して本発明を以下に説明する。本明細書において、同一の図中符号は同一の
要素を示すために使用される。図は必ずしも縮尺通りではないことが理解されるだろう。
【００３２】
　用語「電子機器」は、携帯無線通信機器を含む。用語「携帯無線通信機器」は、以下「
移動無線端末」と呼ばれ、移動電話、ページャ、通信機、電子オーガナイザ、パーソナル
デジタルアシスタント（ＰＤＡ）、スマートフォン又は携帯通信装置等の全ての機器を含
む。
【００３３】
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　本出願において、主に移動電話に関して本発明を説明する。しかし、本発明は、移動電
話に限定されず、任意の種類の電子機器であってもよいことが理解されるだろう。また、
通信ネットワークからの基準クロックに対するシステムクロックの同期が利用不可能な場
合にシステムクロックの精度を維持することに関して本発明の実施形態を主に説明する。
同期が利用可能な場合であっても、システムクロックの周波数が本明細書中に説明する方
法で移動電話のある特定の動作モードに対して維持されてもよいことが理解されるだろう
。これらの動作モードは、例えば、モバイルラジオモード又はモバイルテレビモード（例
えば、ＤＶＢ－Ｈ放送等のタイムスライス型データの下り送信を受信及び処理する）、ネ
ットワーキングモード（例えば、ＷＬＡＮにインタフェースする）、場所判定モード（例
えば、ＧＰＳモード）及び航空機上モード等を含んでもよい。
【００３４】
　最初に図１を参照すると、本発明に従う電子機器１０が示される。電子機器１０は、ク
ロック信号を提供する同調可能なシステムクロックを含む。クロック信号は、汎ヨーロッ
パデジタル移動通信システム（ＧＳＭ）、ユニバーサル移動通信システム（ＵＴＭＳ）、
符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、これらの規格の次世代版又は他の任意の適切な規格
等のある特定の通信規格に従って動作するために電子機器により使用されてもよい。クロ
ック信号は、プロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）等の電子機器１０の種々の
構成要素に対するクロックソースとして更に使用されてもよい。
【００３５】
　図示される実施形態において示される電子機器は移動電話であり、移動電話１０と呼ば
れる。移動電話１０はストレート型筐体１２を有するように示されるが、折りたたみ筐体
又はスライド型筐体等の他の種類の筐体が使用されてもよいことが理解されるだろう。
【００３６】
　移動電話１０は、ディスプレイ１４及びキーパッド１６を含む。従来のように、ディス
プレイ１４は、動作状態、時刻、電話番号、連絡先情報、種々のナビゲーションメニュー
等の情報をユーザに対して表示するために使用されてもよく、それによりユーザは、移動
電話１０の種々の特徴を利用することができる。ディスプレイ１４は、移動電話１０によ
り受信されたコンテンツ及び移動電話１０のメモリ１８（図２）から検索されたコンテン
ツ又はそのいずれかを視覚表示するために更に使用されてもよい。
【００３７】
　同様に、キーパッド１６は、種々のユーザ入力動作を提供する点で従来通りであっても
よい。例えばキーパッド１６は、通常、電話番号、電話リスト、連絡先情報、メモ、メッ
セージ等の英数字情報の入力を可能にする英数字キー２０を含む。更にキーパッド１６は
、通常、発呼又は着呼するための「通話送出」キー及び終話又は通話を「切る」ための「
終話」キー等の特殊機能キーを含む。特殊機能キーは、例えば、従来のように異なる電話
機能、プロファイル、設定等を選択するために、ディスプレイ１４上に表示されたメニュ
ー内をナビゲートするためのメニューナビゲーションキーを更に含んでもよい。移動電話
に関連付けられる他のキーは、音量キー、消音キー、電源オン／オフキー、ウェブブラウ
ザ起動キー、カメラキー等を含んでもよい。キー又はキー状の機能性は、ディスプレイ１
４に関連付けられるタッチスクリーンとして更に実現されてもよい。
【００３８】
　移動電話１０は従来の通話回路網を含み、これにより移動電話１０は、通話を確立し、
かつ通常は別の移動電話又は固定電話である着呼側／発呼側デバイスと信号を交換するこ
と、またはそのいずれか一方ができる。しかし、着呼側／発呼側デバイスは、必ずしも別
の電話でなくてもよく、インターネットウェブサーバ、コンテンツ提供サーバ等の他の任
意のデバイスであってもよい。
【００３９】
　図２は、移動電話１０の機能ブロック図を表す。簡潔にするため、本明細書において、
移動電話１０の一般に従来通りである特徴はあまり詳細に説明しない。移動電話１０は、
移動電話１０の機能及び動作の全制御を実行するように構成される基本制御回路２４を含
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む。制御回路２４は、ＣＰＵ、マイクロコントローラ又はマイクロプロセッサ等の処理デ
バイス２６を含んでもよい。処理デバイス２６は、移動電話１０の種々の機能を実行する
ために論理命令を実行する。論理命令は、制御回路２４内部のメモリ（不図示）及びメモ
リ１８等の別個のメモリまたはそのいずれか一方にコードの形態で格納されてもよい。メ
モリ１８は、例えばバッファ、フラッシュメモリ、ハードドライブ、取外し可能媒体、揮
発性メモリ、不揮発性メモリ又は他の適切なデバイスのうちの１つ以上であってもよい。
本明細書中で説明する種々の機能を動作及び実行するように移動電話１０をプログラムす
る方法は、コンピュータプログラミング、特に移動電話又は他の電子デバイスのアプリケ
ーションプログラミングの当業者には明らかだろう。従って、簡潔にするため、特定のプ
ログラミングコードに関する詳細は省略した。また、種々の機能は、本発明の好適な実施
形態に従って処理デバイス２６により実行されてもよいが、そのような機能性は、専用ハ
ードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はそれらの組合せを介して実行されること
も可能である。
【００４０】
　更に図１及び図２を参照すると、移動電話１０は、無線回路３０に結合されるアンテナ
２８を含む。無線回路３０は、従来のようにアンテナ２８を介して信号を送受信する無線
周波数送信機及び受信機を含む。無線回路３０は、データ及び視聴覚コンテンツ又はその
いずれか一方を受信すると共に移動通信システムにおいて動作するように構成されてもよ
い。例えば受信機は、ＤＶＢ－Ｈモバイルテレビ及びモバイルラジオ又はそのいずれか等
の移動通信及びデジタル放送サービスを提供するハイブリッドネットワーク構造と互換性
のあるＩＰデータキャスト対応受信機であってもよい。移動無線ネットワーク又は放送ネ
ットワークと対話する他の受信機が可能であり、例えばＧＳＭ、ＣＤＭＡ、ＷＣＤＭＡ、
ＭＢＭＳ、ＷｉＦｉ、ＷｉＭａｘ、ＩＳＤＢ－Ｔ等を含む。
【００４１】
　移動電話１０は、無線回路３０により送受信されるオーディオ信号を処理するサウンド
信号処理回路３２を更に含む。サウンド処理回路３２には、ユーザが従来のように移動電
話１０を介して聞き且つ話すことができるようにするスピーカ３４及びマイク３６が結合
される。無線回路３０及びサウンド処理回路３２は、全動作を実行するために制御回路２
４にそれぞれ結合される。オーディオデータは、ユーザに対して再生するために制御回路
２４からサウンド信号処理回路３２に渡されてもよい。オーディオデータは、例えば、メ
モリ１８により格納され且つ制御回路２４により検索されるオーディオファイルからのオ
ーディオデータを含んでもよい。サウンド処理回路３２は、任意の適切なバッファ、復号
器及び増幅器等を含んでもよい。
【００４２】
　移動電話１０は、制御回路２４に結合された上述のディスプレイ１４及びキーパッド１
６を更に含む。ディスプレイ１４は、ビデオデータをディプレイ１４を駆動するために使
用されるビデオ信号に変換するビデオ復号器３８を介して制御回路２４に結合されてもよ
い。ビデオデータは、制御回路２４により生成されてもよく、メモリ１８に格納されたビ
デオファイルから検索されてもよく、無線回路３０により受信される着信ビデオデータス
トリームから取得されてもよく、又は他の任意の適切な方法により取得されてもよい。復
号器３８に入力される前に、ビデオデータはバッファ４０に入れられてもよい。
【００４３】
　移動電話１０は、１つ以上のＩ／Ｏインタフェース４２を更に含む。Ｉ／Ｏインタフェ
ース４２は、通常の移動電話Ｉ／Ｏインタフェースの形態であってもよく、１つ以上の電
気コネクタを含んでもよい。通常通り、Ｉ／Ｏインタフェース４２は、移動電話１０内部
の給電ユニット（ＰＳＵ）４４のバッテリを充電するために移動電話１０をバッテリ充電
器に結合するために使用されてもよい。それに加えて又はその代わりに、Ｉ／Ｏインタフ
ェース４２は、サウンド処理回路３２により出力されるサウンド信号をユーザに対して可
聴出力するヘッドセット（イヤセットと呼ばれることもある）等の有線パーソナルハンズ
フリーアダプタ（不図示）に移動電話１０を接続するように機能してもよい。更に、Ｉ／
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Ｏインタフェース４２は、データケーブルを介して移動電話１０をパーソナルコンピュー
タ又は他のデバイスに接続するように機能してもよい。移動電話１０は、車両の電源アダ
プタ又は電気コンセントの電源アダプタに接続される場合、Ｉ／Ｏインタフェース４２を
介して動作電力を受取ってもよい。
【００４４】
　移動電話１０は、デジタル写真及び動画又はそのいずれかを撮影するカメラ４６を含ん
でもよい。写真及び動画又はそのいずれかに対応する画像及びビデオファイル又はそのい
ずれか一方は、メモリ１８に格納されてもよい。移動電話１０は、全地球測位システム（
ＧＰＳ）受信機又はガリレオ衛星システム受信機等の位置データ受信機４８を更に含んで
もよい。移動電話１０は、付属品との通信を確立するための赤外線送受信機及びＲＦアダ
プタ（例えばブルートゥースアダプタ）又はそのいずれか一方、ハンズフリーアダプタ（
例えば、移動電話１０からアダプタに転送されたオーディオデータに対応するサウンドを
可聴出力してもよいヘッドセット）、別の移動無線端末、コンピュータ又は別のデバイス
等のローカル無線インタフェース５０を更に含んでもよい。
【００４５】
　移動電話１０は、テキストメッセージ（例えば、通常「ＳＭＳ」と呼ばれる）、電子メ
ールメッセージ、マルチメディアメッセージ（例えば、通常「ＭＭＳ」と呼ばれる）、画
像ファイル、ビデオファイル、オーディオファイル、呼出し音、ストリーミングオーディ
オ、ストリーミングビデオ及びデータ供給（ポッドキャストを含む）等のデータを送信、
受信及び処理するように構成されてもよい。そのようなデータの処理は、メモリ１８への
データの格納、データとのユーザ対話を可能にするアプリケーションの実行、データに関
連するビデオ及び画像コンテンツ又はそのいずれかの表示、並びにデータに関連するオー
ディオサウンドの出力等を含んでもよい。
【００４６】
　示されるように、移動電話１０はシステムクロック５２を含んでもよい。システムクロ
ック５２は、無線回路３０や制御回路２４、移動電話１０の他の電子構成要素のうちの少
なくともいずれかにより使用されるクロック信号を出力するように構成されてもよい。シ
ステムクロック５２は、位相同期発振器（ＰＬＯ）、電圧制御発振器（ＶＣＯ）及び位相
同期ループ（ＰＬＬ）回路又はそのいずれかを有する、又は有さない電圧制御水晶発振器
（ＶＣＸＯ）等の任意の適切な周波数発生器を含んでもよい。本明細書中で説明する実施
形態において、周波数発生器はＰＬＬを有さないＶＣＸＯである。ＶＣＸＯは、印加され
る制御電圧に正比例して出力信号の周波数を変動させる水晶発振器である。適切なＶＣＸ
Ｏは、本出願の譲受人と同一の譲受人に譲渡され本明細書に参考として全ての内容が取り
入れられている米国特許第７，００９，４６０号公報において説明される。図示される実
施形態はＶＣＸＯに関して説明されるが、本明細書中で説明する原理が他の周波数発生器
に提供されてもよいことが当業者には理解されるだろう。
【００４７】
　図３を更に参照すると、移動電話１０は、通信システム５４の一部として動作するよう
に構成されてもよい。システム５４は、移動電話１０により発呼される通話及び移動電話
１０を送信先とする通話を管理し、移動電話１０へデータを送信し且つ他の任意のサポー
ト機能を実行するサーバ５８（又は複数のサーバ）を有する通信ネットワーク５６を含ん
でもよい。サーバは、送信媒体を介して移動電話１０と通信する。送信媒体は、例えば通
信塔、別の移動電話、無線アクセスポイント、衛星等を含む任意の適切なデバイス又は構
体であってもよい。ネットワークの複数部分は、無線送信経路を含んでもよい。ネットワ
ーク５６は複数の移動電話１０の通信活動をサポートしてもよいが、図３には１つの移動
電話１０のみを示す。
【００４８】
　一実施形態において、サーバ５８は、ネットワーク５２の他のサーバに関して独立した
構造において動作してもよく、又は複数の通信ネットワーク５８の機能を実行するように
構成されてもよい。サーバ５８は、サーバ機能を実行するのに使用される通常のコンピュ
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ータシステムとして構成されてもよく、サーバ５８の機能を実現する論理命令を含むソフ
トウェアを実行するように構成されるプロセッサを含んでもよいことは明らかである。
【００４９】
　図４は、システムクロック５２の一例を示すブロック図である。この好適なシステムク
ロック５２は、ＶＣＸＯ６０、ＶＣＸＯコントローラ６２、温度センサ６４及びルックア
ップテーブル６６を含む。ＶＣＸＯ６０は、電圧コントローラ６８及び発振器７０を含ん
でもよい。電圧コントローラ６８は可変電圧を発振器入力ノード７２に印加し、それによ
り、発振器７０は所望の周波数で発振するクロック信号（又は、発振器出力信号Ｖ0（ｆ
））を生成してもよい。コントローラ６２は、デジタル制御信号を電圧コントローラ６８
に入力する。電圧コントローラ６８は、制御信号を発振器７０に印加される電圧入力信号
に変換する。以下により詳細に説明するように、ある特定の時点において、コントローラ
６２により出力される制御信号は、温度センサ６４により判定される検知温度及びルック
アップテーブル６６から抽出される値に基づいてもよい。一実施形態において、ルックア
ップテーブル６６は、制御回路２４を介してＶＣＸＯコントローラ６２によりアクセスさ
れてもよいメモリ１８により格納されてもよい。一実施形態において、ＶＣＸＯコントロ
ーラ６２の機能の一部又は全ては制御回路２４により実行されてもよく、その場合、コン
トローラ６２は制御回路２４により実現されてもよい。ＶＣＸＯ６０は、移動電話１０の
起動時に発振器７０の出力を通信ネットワーク５６の基準クロックと同期させる試みが行
われる前に、移動電話１０の種々の電子構成要素を起動させるために発振器７０を定常状
態にするのを補助する起動コントローラ（不図示）を更に含んでもよい。
【００５０】
　図４に示すＶＣＸＯ６０は代表的な実現例であり、システムクロック５２は図示される
ものと異なってもよい。本実施形態において、発振器７０はタンク(tank)ネットワーク７
４及びアクティブ発振器コア７６を含む。タンクネットワーク７４は、バラクタダイオー
ド７８及び水晶共振器８０を含む可変コンデンサネットワークを含む。水晶共振器８０は
、ノード７２においてバラクタダイオード７８に印加される電圧入力信号の大きさに基づ
いて、発振器７０により発生される出力周波数を設定する。一般に、タンクネットワーク
７８は、発振器７０により発生される出力周波数をサワー(sour)電圧入力信号に応答して
偏移させるアクティブ発振器コア７６に対するフィードバック回路である。
【００５１】
　電圧コントローラ６８は、図示される例において抵抗器Ｒ1及びＲ2とコンデンサＣ1と
により定義されるインピーダンスネットワーク８４に接続されるデジタル／アナログ変換
器（ＤＡＣ）８２を含む。ＤＡＣ８２は、コントローラ６２から受信したデジタル制御信
号をアナログＤＣ電圧に変換する。例えばデジタル制御信号は、０００が最小電源電圧（
例えば０．３Ｖ）に対応し、３ＦＦが最大電源電圧（例えば２．６Ｖ）に対応する０００
～３ＦＦの１６進命令語であってもよい。従って、デジタル制御信号は、発振器７０があ
る特定の周波数を有するクロック信号を生成できるように電圧入力信号を励振する。
【００５２】
　図５を更に参照すると、コントローラ６２により実行されるシステムクロック制御機能
を構成する論理ブロックのフローチャートが示される。フローチャートは、通信ネットワ
ーク５６に対するシステムクロックの同期が実行不可能な場合であってもシステムクロッ
ク５２の精度を維持する方法、又は、移動電話１０の動作モードをサポートするためにシ
ステムクロック５２の精度を維持する方法、または両方のステップを示していると考えら
れてもよい。
【００５３】
　機能論理ブロックの実行の特定の順序を図５に示すが、ブロックの実行順序は図示され
る順序に関して変更されてもよい。また、連続して示す２つ以上のブロックは、同時に実
行されるか又は部分的に同時に実行されてもよい。また、ある特定のブロックは省略され
てもよい。更に、任意の数のコマンド、状態変数、セマフォ又はメッセージが有用性、課
金、性能、測定及び障害処理等を向上するために論理フローに追加されてもよい。そのよ
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うな変形例は全て本発明の範囲内であることが理解される。
【００５４】
　この方法は、移動電話１０の動作中の任意の適切な時点で実行されてもよい。時点の例
は、移動電話１０の起動時、スケジュールにより判定される周期的時点、あるいはイベン
ト（例えば、通信ネットワーク５６の接続性の変化）の発生時及び移動電話１０が動作モ
ード（例えば、モバイルラジオモード又はモバイルテレビモード、無線ネットワークイン
タフェースモード、場所判定モード）に入った時点等を含む。
【００５５】
　方法は、移動電話１０が通話モードであるかが判定されるブロック８６から開始できる
。用語「通話モード」は、システムクロックの同期が行われてもよい通信ネットワーク５
６との通信を可能にする移動電話１０の任意のモード又は状態を説明するために使用され
る。例えば、セルラ系通信ネットワーク５６において、通話モードはセルラモードと呼ば
れてもよい。
【００５６】
　ブロック８６において肯定判定がなされる場合、システムクロック５２が通信ネットワ
ーク５６と同期されてもよいかが判定されるブロック８８へ進むことができる。システム
クロックを通信ネットワーク５６と同期させる技術は当業者には周知であり、簡潔にする
ため、本明細書中で詳細に説明されない。一実施形態において、システムクロック５２の
同期は、移動電話１０と通信ネットワーク５６との間の仮想チャネルリンク（ＶＣＬ）を
使用して行われる。ＶＣＬを介して、通信ネットワーク５６は、通信ネットワーク５６の
基準クロックに対する移動電話１０のシステムクロック信号の周波数誤差を監視できる。
周波数誤差に基づいて、通信ネットワーク５６はコントローラ６２と連携し、発振器７０
の出力周波数を調節するために電圧コントローラ６８に入力されるデジタル制御信号を調
節できる。他の実施形態において、通信ネットワーク５６からのベースバンド信号に含ま
れるクロック基準信号は移動電話１０により取得されてもよく、取得された信号は、任意
の周波数誤差を判定及び補正するために移動電話１０により使用されてもよい。通常、同
期は、現時点で移動電話１０にサービスを提供している通信ネットワーク５６の基地局（
不図示）と関連して実行される。従って、クロック同期動作が利用不可能な場合の一例は
、移動電話１０が適切な基地局の範囲外にある場合であってもよい。
【００５７】
　ブロック８８において肯定判定がなされる場合、すなわちクロック同期が利用可能な場
合、ブロック９０へ進むことができる。いくつかの実施形態では、同期が利用可能な場合
であっても、ブロック８８において否定判定がなされてもよい。例えば、移動電話１０の
ユーザが、移動電話１０を同期を伴わないシステムクロック５２の制御が望ましい或る特
定の動作モードにする動作を行う場合、ブロック８８において否定判定がなされてもよい
。
【００５８】
　ブロック９０において、移動電話１０のシステムクロック５２は、通信ネットワーク５
６の基準クロックと同期される。同期は、上述の技術を含む任意の適切な方法で実行でき
る。
【００５９】
　ブロック９２へ進み、ルックアップテーブル６６を更新する必要があるかが判定できる
。ルックアップテーブル６６の更新は、システムクロック５２が通信ネットワーク５６と
同期される度に、タイムスケジュールに基づいて（例えば、ルックアップテーブルの最後
の更新からある特定の時間が経過後）又はイベントスケジュールに基づいて（例えば、移
動電話１０がある特定の回数起動された後）等、周期的に行われてもよい。ブロック９２
において否定判定がなされる場合、論理フローは終了できる。
【００６０】
　ブロック９２において肯定判定がなされる場合、ルックアップテーブル６６が更新され
るブロック９４へ進むことができる。ルックアップテーブル６６は、種々の動作温度に対
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するコントローラ６２のデジタル制御信号値を含んでもよい。他の実施形態において、ル
ックアップテーブル６６は、温度に対して発振器入力ノード７２に印加するための同調電
圧を含んでもよい。
【００６１】
　ルックアップテーブル６６を更新するために、同期の時点での温度が温度センサ６４に
より検出できる。温度は、検出温度がＶＣＸＯ６０の動作温度であるか又はそれの近似で
あるように、ＶＣＸＯ６０に物理的に関連付けられて検出されてもよい。移動電話１０の
種々の電子構成要素により熱が発生されるため、あるいはユーザが移動電話１０を保持し
ていたか又は移動電話１０をポケットに入れていた状況においてユーザからの熱が伝達す
るため、ＶＣＸＯ６０の動作温度は移動電話１０が動作する環境の周囲温度と異なっても
よい。別の実施形態において、温度センサ６４は、移動電話１０が動作する環境の周囲温
度をＶＣＸＯ６０の動作温度の近似として検出してもよい。温度が検出されると、検出温
度と関連付けられるルックアップテーブル６６内のデジタル制御信号値は、同期クロック
信号を生成するようにＶＣＸＯを制御するために使用されたデジタル制御信号値に更新可
能である。ブロック９４においてルックアップテーブル６６が更新されると、論理フロー
は終了できる。
【００６２】
　ルックアップテーブル６６の周期的更新は、ＶＣＸＯ６０の経時変化を補償するように
機能してもよいことが理解されるだろう。特に、ルックアップテーブル６６は、時間の経
過に伴って、所望の周波数のシステムクロック信号を生成するために同期処理と関連して
最近使用されたコントローラ６２の出力値を用いて更新される。従って、ルックアップテ
ーブル６６に格納されたコントローラ６２の更新された出力値は、ＶＣＸＯ６０の経時変
化を自動的に補償する。
【００６３】
　ブロック８６又は８８のいずれかにおいて否定判定がなされる場合（例えば、動作モー
ドの設定により又は実際のネットワーク同期が利用不可能であるため、システムクロック
同期が利用不可能である場合）、ブロック９６へ進んでもよい。ブロック９６の動作は、
通信ネットワーク５２に対するシステムクロック５２の同期が利用不可能な場合であって
も、正確なシステムクロック信号周波数を確立するように構成される。ブロック９６にお
いて、コントローラ６２は、温度センサ６４から温度測定値を取得する。温度センサ６４
からの温度を使用して、コントローラ６２はルックアップテーブル６６から対応する出力
値を取得する。ルックアップテーブル６６から取得された値はコントローラ６２の出力と
して使用されてもよく、これは発振器７０の周波数制御のために電圧コントローラ６８に
入力される。ブロック９６の後、論理フローは終了することができる。
【００６４】
　上述のように、システムクロック５２が通信ネットワーク５６に対して同期される場合
、適応型ルックアップテーブル６６は周期的に更新される。ルックアップテーブル６６は
、温度値に対するシステムクロック５２の同調値（例えば、コントローラ６２の出力値又
は同調電圧値）を含んでもよい。システムクロック５２が通信ネットワーク５６から自律
的に動作される場合、ルックアップテーブルからのデータは、システムクロック５２の出
力信号周波数を調節するために使用されてもよい。ルックアップテーブルを規則的に更新
することにより、システムクロック５２の経時変化特性は補償される。示されるように、
上述の方法及び装置は、システムクロック５２が通信ネットワーク５６と同期されないこ
とがある場合、あるいは移動電話１０をモバイルラジオ又はモバイルテレビモード、無線
ネットワークインタフェースモード、場所判定モード、航空機上モード等のある特定の動
作モードにするソフトウェアアプリケーションが有効である場合に、正確な周波数を有す
るクロック信号を生成するために使用されてもよい。
【００６５】
　ルックアップテーブル６６は異なる種類のデータベース構造又は計算アルゴリズムに置
き換えられてもよく、それによりコントローラ６２の出力値は、ＶＣＸＯ６０の温度及び
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使用期間又はそのいずれか一方の関数として取得又は導出できることが理解されるだろう
。これらの代替実施形態において、ブロック９４における更新及びブロック９６における
ＶＣＸＯ制御は、代替のデータベース構造又はアルゴリズム方法に従って適応されてもよ
い。
【００６６】
　移動電話１０が複数の周波数発生器を含んでもよいことが理解されるだろう。例えば、
ベースバンド方式の電子機器は、移動電話１０がスリープモードにある間にクロック信号
を維持するデジタルＰＬＯ等の副周波数発生器（不図示）を含んでもよい。移動電話１０
がスリープモードを終了すると、システムクロック５２が主周波数発生器として機能しか
つ移動電話１０の種々の構成要素に対する所望の周波数クロック信号を提供する役割を占
有できるようにするために、副周波数発生器は使用不可能にされる。
【００６７】
　特定の好適な実施形態に関して本発明を図示及び説明したが、当業者が本明細書を読み
且つ理解することにより均等物及び変形が考案されることが理解される。本発明は、その
ような均等物及び変更を全て含み、以下の請求の範囲の範囲によってのみ限定される。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月21日(2008.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動無線端末（１０）であって、
　コントローラ（６２）と、クロック信号を出力するための周波数発生器（６０）と、前
記周波数発生器の動作温度を検出するための温度センサ（６４）とを有し、前記コントロ
ーラが、検出された前記動作温度に関連付けられる周波数発生器制御値を前記周波数発生
器に入力することにより前記クロック信号の周波数を調節するシステムクロック（５２）
と、
　前記移動無線端末の全動作を管理し、かつ前記移動無線端末を複数の動作モードのうち
の１つにするように構成され、前記クロック信号が、前記動作モードのうちの前記１つに
関係して起動される電子構成要素（２４、３０）をクロック制御するために使用される制
御回路（２４）と、
　複数の動作温度に対する周波数発生器制御値を格納するルックアップテーブル（６６）
とを具備し、
　前記コントローラは、通信ネットワークからの基準信号に対する前記システムクロック
の同期に関連して前記ルックアップテーブルを更新し、前記更新することは、前記システ
ムクロックの同期を確立するために、前記周波数発生器の前記動作温度に対して格納され
た周波数発生器制御値を前記周波数発生器に印加される制御値に同期の時点で変更するこ
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とを含む移動無線端末。
【請求項２】
　前記周波数発生器は電圧制御水晶発振器（ＶＣＸＯ）である請求項１記載の移動無線端
末。
【請求項３】
　前記周波数発生器制御値は、前記周波数発生器の電圧コントローラ（６８）にデジタル
制御信号として入力され、前記電圧コントローラは、対応するアナログ電圧を前記周波数
発生器の発振器の電圧制御ノード（７２）に印加する請求項２記載の移動無線端末。
【請求項４】
　通信ネットワーク（５６）との通信を確立するように構成され、かつ前記クロック信号
を用いてクロック制御される無線回路（３０）を更に具備する請求項１から３のいずれか
１項に記載の移動無線端末。
【請求項５】
　前記動作モードは、モバイルテレビモード、無線ネットワークインタフェースモード、
場所判定モード又は移動電話航空機上モードのうちの少なくとも１つを含む請求項１から
４のいずれか１項に記載の移動無線端末。
【請求項６】
　移動無線端末（１０）のシステムクロック（５２）により生成されるクロック信号の周
波数を調節する方法であり、前記システムクロックが周波数発生器（６８）を有する方法
であって、
　前記周波数発生器の動作温度を判定するステップと、
　前記判定された温度に関連付けられる周波数発生器制御値を識別するステップと、
　目的の周波数を有する前記クロック信号を出力するように前記周波数発生器を制御する
ために、前記制御値を前記周波数発生器に印加するステップと、
　前記移動無線端末を複数の動作モードのうちの１つにして且つ前記動作モードのうちの
前記１つに関係して起動される電子構成要素（２４，３０）を前記クロック信号を用いて
クロック制御するステップと
　前記システムクロックを通信ネットワークからの基準信号と同期させるステップと、
　前記同期させることに関連して、前記システムクロックの同期を確立するために、前記
周波数発生器の前記動作温度に対して格納された周波数発生器制御値を前記周波数発生器
に印加される制御値に同期の時点で変更することにより、複数の動作温度に対する周波数
発生器制御値を格納するルックアップテーブルを更新するステップと
を有する方法。
【請求項７】
　周波数発生器（６０）を有する、移動無線端末のシステムクロック（５２）により生成
されるクロック信号の周波数を調節する方法であって、
　前記システムクロックを通信ネットワーク（５６）により提供される基準信号と同期さ
せる同期機能が利用可能であるかを判定するステップと、
　同期機能が利用可能である場合に、
　前記システムクロックを前記通信ネットワークからの前記基準信号と同期させるステッ
プと、
　前記システムクロックの同期を確立するために、前記周波数発生器の前記動作温度に対
して格納された周波数発生器制御値を前記周波数発生器に印加される制御値に同期の時点
で変更することにより、前記周波数発生器の複数の動作温度に対する周波数発生器制御値
を格納するルックアップテーブルを更新するステップと
を有し、
　同期機能が利用不可能である場合に、
　前記周波数発生器の動作温度を判定し、
　前記判定された温度に関連付けられる事前に格納された周波数発生器制御値を前記ルッ
クアップテーブルから検索し、
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　目的の周波数を有する前記クロック信号を出力するように前記周波数発生器を制御する
ために、前記制御値を前記周波数発生器に印加することにより前記システムクロックを制
御するステップと
を有する方法。
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